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社会福祉法人 リデルライトホーム 

  一般事業主行動計画 

 

 男女ともに職員が仕事と子育てを両立させることができ、職員全員が働きやすい環境をつく

ることによって、全ての社員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のような行動

計画を策定する。 

 

１．計画期間 ２０２５年４月１日～２０２８年３月３１日まで 

 

２．内容 

 目標１：職員の各月ごとの平均残業時間を１０時間未満にする 

      

＜対策＞ 

●２０２５年 ４月～  

 各事業所職員の所定外労働の現状を常時把握する（管理職間での情報共有） 

 各事業所において業務改善・効率化に向けた見直しを行い、進捗状況の管理を行う 

 

 目標２：女性職員の育児休業取得率を８０％以上とする。 

男性職員の育児休業取得率を３０％以上とする。 

 

＜対策＞ 

●２０２５年４月～２０２７年３月 

 定期的に職員会議やポータルサイトにおいて育児休業等の周知、取得推進 

 

 


